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宮古島市児童自立支援員相談システム導入業務にかかる公募型プロポーザル実施要領 
 

本要領は、宮古島市児童自立支援員相談システム導入業務（以下「当該業務」）に係る契
約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を
定めるものです。 

 
１．業務概要 
（１）業務名 
  宮古島市児童自立支援員相談システム導入業務 
（２）業務目的 

子どもの居場所の運営事業を利用する児童・生徒や若年妊産婦への適切な支援がで
きるよう、相談システムを導入しデータベース化をすることにより、関係機関との情報
共有をはじめ、業務効率化の向上を目指す。また、情報の一元管理によりケースの進行
管理を適切に行い、継続的な支援体制を強化する。さらに、子どもの居場所の運営事業
及び若年妊産婦の居場所運営事業への早期対応やスムーズな連携を促進し、児童・生徒
や若年妊産婦等の相談業務を円滑に遂行することを目的としている。 

（３）業務内容 
別添「宮古島市児童自立支援員相談システム導入業務仕様書」（以下、「仕様書」とい

う。）に記載のとおり。 
（４）業務場所 
  宮古島市平良字西里 1140 番地 宮古島市役所 
（５）業務期間 

① 導入期間 ： 契約締結日から令和 8 年 6 月 30 日まで（予定） 
② 運用期間 ： 令和 8 年 7 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで（予定） 

（６）児童自立支援員相談システム保守 
令和 8 年 7 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで（予定） 

システム保守については、保守料に係る見積書を基に、優先交渉権者と保守業務契約
の随意契約を締結するものとする。 

 
２．提案価格の上限 
（１）業務期間のシステム導入費用 

金 6,408,600 円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。  
（２）導入後のシステム保守管理費用 
  金 1,624,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。  
（３）提案上限額は、予定価格や契約金額を示すものではなく、企画内容の規模を示すも

のであり、見積書を作成する際にはこの価格を超えないこと。 
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３．実施形式 
（１）公募型プロポーザル方式（企画提案型）とする。 
（２）宮古島市児童自立支援員相談システム導入業務に係る公募型プロポーザル審査要領

に基づき、審査委員会を設置し、企画提案書の審査を行い、その審査結果をもとに優
先交渉権者を選定する。 

 
４．参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること 
（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難
されるべき関係を有している者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続き開始の
申し立てがなされていない者及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条
に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者。 

（４）国税及び地方税が未納でないこと。又は滞納していないこと。 
（５）他の地方公共団体において、児童自立支援員相談システム又はこれに類するシステム

の導入等に係る業務を履行した実績を有する者であること。 
（６）情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証又はプライバシーマーク認証

を取得していること。 
 
５．スケジュール 

日付 内容 
令和 8 年 1 月 14 日（水） 公募開始 
令和 8 年 1 月 20 日（火） 質問票の提出期限 
令和 8 年 1 月 23 日（金） 質問に対する回答（HP に掲載） 
令和 8 年 1 月 28 日（水） 参加表明書の提出期限 
令和 8 年 2 月 2 日（月） 参加資格審査結果の通知 
令和 8 年 2 月 13 日（金） 企画提案書等の提出期限 
令和 8 年 2 月 20 日（金） プレゼンテーション及び審査委員会の開催 
令和 8 年 2 月 25 日（水） 選定結果の通知 
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６．担当部局 
所属課      宮古島市こども家庭局家庭保健課 

  郵便番号     ９０６―８５０１ 
  住  所     宮古島市平良字西里１１４０番地 
  メールアドレス  2303.shizuka@city.miyakojima.lg.jp 
  電話番号     ０９８０－７９－９７１８ 
 
７．質問票の提出及び回答 
（１）提出期限    令和 8 年 1 月 20 日（火）午後 5 時 15 分まで 
（２）提出方法    質問票（様式第 1 号）を電子メールで提出すること（持参不可） 
（３）提出先     「６ 担当部局」と同じ 
（４）回答方法 

質問に対する回答は、令和 8 年 1 月 23 日（金）午後 5 時 15 分までに宮古島市ホー
ムページ上で回答します。なお、質問者の名称等は公表しません。 

 
８．参加表明書の提出 
（１）提出期限 

令和 8 年 1 月 28 日（水）午後 5 時 15 分まで 
（２）提出書類 

No. 内容 数量 備考 

１ 参加表明書 1 部 
様式第 2 号 
※代表者印を押印 

２ 履歴事項全部証明書 1 部 発行後 3 ヶ月以内 
３ 会社概要調書 1 部 様式第 3 号 

４ 市税等の滞納がないことの証明書 1 部 
発行後 3 ヶ月以内 
（直近の年度） 

５ 
消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書 
※申告する税務署が発行する納税証明書 

1 部 
発行後 3 ヶ月以内 
（直近の年度） 

６ 

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS） 
認証又はプライバシーマーク認証を受けているこ

とが 
確認できる書類の写し 

1 部  

（３）提出方法 
紙媒体で郵送または持参にて提出してください。 郵送による提出の場合は期限まで

に必着とする。 
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（４）提出先 
「６ 担当部局」と同じとする。 

（５）辞退について 
参加表明書等の提出後に本プロポーザルを辞退する場合は、辞退届（様式第 4 号）を提

出すること。提出方法は（３）と同じとする。 
（６）参加資格審査結果の通知 

提出された参加表明書等に基づき、宮古島市こども家庭局家庭保健課において本プロ
ポーザル参加資格の有無を審査し、令和 8 年 2 月 4 日(水)までに結果を郵送で通知する。 

 
９．企画提案書等の提出 
（１）提出期限 

令和 8 年２月 13 日（金）午後 5 時 15 分まで 
（２）提出書類（正本１部、副本 7 部） 

①提出書（様式第 5 号） 
②企画提案書（任意様式） 

専門的な知識を有しない者でも、理解出来るように簡潔に記載すること 
③参考見積書（様式第 6 号） 
④見積内訳書（任意様式） 
⑤システム機能要件一覧（任意様式） 
⑥工程表（任意様式）  
⑦その他、必要と思われる資料 

（３）提出方法 
紙媒体で提出すること。 

（４）提出先 
「６ 担当部局」と同じとする。 

 
１０．提出書類の取扱 
（１）本案件に係る情報公開請求があった場合は、宮古島市情報公開条例第 7 条に基づき、

提出書類を公開する場合があるものとする。 
（２）提出書類は返却しない。 
（３）企画提案書に含まれる著作権、特許権等日本国の法令に基づいて保護される第三者

の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 
 
１１．審査 
（１）審査方法 

企画提案等の審査、評価及び最も優れた企画提案者の選定は、宮古島市児童自立支援員
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相談システム導入業務公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）に
おいて行う。 

（２）プレゼンテーション等の時間、場所等の通知 
①実施日   令和８年 2 月 20 日（金）※時間は、申込受付後に通知します。 
②実施場所  宮古島市役所 2 階会議室② 
③時間    １事業者あたり 30 分（説明 20 分以内、質疑応答 10 分程度） 

（３）審査委員会において、次により決定します。 
①審査は、企画提案書等に基づくプレゼンテーション及びヒアリングを行い、審査基準

に基づいて評価し、合計点が最も高い提案者を優先交渉権者として選定する。  
なお、提案者が１事業者のみの場合においても審査を行い、審査委員会の議決により
選定します。 

②各委員の合算した評価点が同点だった場合は、「機能要件評価」の評価が高い提案者
を優先とし、「機能要件評価」も同点だった場合は、審査委員会の議決により、選定
します。 

③審査の評価、採点に関する異議は受けません。 
（４）審査基準 

「宮古島市児童自立支援員相談システム導入業務  事業者審査基準表（以下「審査
基準」という。）」による 

（５）選定結果の通知 
優先交渉権者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。 

 
１２．失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とし、 参加者を失
格とする。 
①提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 
②提出書類に虚偽の記載があった場合 
③審査の公平性を害する行為があった場合 
④審査員又は関係者に本企画に対する助言を求めた場合 
⑤上限額を超えた見積書の提出があった場合 

 
１３．その他 
（１）提出期限以降、参加申込書及び企画提案書の差替え及び再提出は認めない。 
（２）提出された書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成することがある。 
（３）参加者は、複数の提案をすることはできません。 
（４）参加の申込み、企画提案書の提出、プレゼンテーション等、本プロポーザルの参加に

係る経費については、参加申込者の負担とする。 
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（５）仕様書及び機能要件一覧に示す要件、構成等は主要項目であり、これに明記していな
い事項についても、本業務を遂行する上で備えるべき事項として提出書類を作成す
ること。 

（６）審査に係る内容を確認するため、追加資料の提出を求めることがある。 
（７）提出書類の著作権は参加する事業者に帰属する。ただし宮古島市がこの公募結果の報

告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。  
（８）採用された提案書に記載されている事項は、契約時の仕様書の原型になるものである

が、全ての提案事項について契約を保証するものではなく、提案書について本業務の
目的達成のために修正すべき事項がある場合には、本市と提案者との協議により契
約締結段階において項目を追加、変更又は削除を行うことがある。 


